
平成20年度（対19年度実績） 作 成 日事　務　事　業　評　価　表 年 月 日平成 20 5 21

部局名 子ども部 所属名 元気子ども課 所属長名 武藤　州範 電 話 483-1151 内線2260

1．事務事業の位置付け・概要（ＰＬＡＮ）

コード 3777 事務事業名称 保育園民間移管事業 短縮コード 経常 臨時 3777

予算区分 会計 01 一般会計 款 03 民生費 02 児童福祉費 目 01 児童福祉総務費

区 分
自治事務

その他

法定受託事務
根拠法令等

八千代市保育園条例

事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）

平成17年5月に八千代市の子育て支援施策を推進するため「八千代市子ども行政あり方検討委員会」を設置し、八千代市の保育園のあり方について検討され、同年10月に
、「今後の公立保育園の役割として保育園内における保育だけでなく、地域の子育て支援施設としての中核機能を持たせ、地域における妊娠・出産・子育てを一貫して
支援できる施設として整備していく必要がある」との提言が出された。これらの支援を行うためには、拠点となる公立保育園等に子育て支援を行う職員を配置する必要
があることから、平成19年度から3ヵ年にわたり毎年1園ずつ、社会福祉法人へ公立保育園の運営を移管し、配置転換が可能となった職員を子育て支援に係る事業に充て
ることとした。

２．事務事業の目的・指標・実績（ＤＯ）

平成21年4月に移管する市立村上南保育園に関しては、保護者への説明会、受諾法人の募集、受諾法人選考委員会による受諾法人の選考、受諾法
人の決定後は保護者・法人・市による協議会の開催並びに1月から3か月間の合同保育を行う。
　移管した高津西保育園及び大和田西保育園に関しては、保護者・法人・市による協議会を定期的に開催し、より良い保育の実施に努める。

市民（子育て中の家庭）

平成20年4月に移管する市立大和田西保育園に関しては、保護者への説明会、受諾法人の募集、受諾法人選考委員会による募集要領の審議及び受
諾法人の選考、受諾法人の決定後は保護者・法人・市による協議会の開催並びに1月から3か月間の合同保育を行った。
平成21年4月に移管する市立村上南保育園に関しては、保護者への説明会及び受諾法人選考委員会による募集要領の審議を行った。　
　平成19年4月に移管した高津西保育園に関しては、保護者・法人・市による協議会を定期的に開催し、より良い保育の実施に努めた。また、同
保育園に関しては訴訟を提起されているためその対応も行った。

平成19年度から3ヵ年にわたり、毎年1園ずつ、公立保育園の運営を社会福祉法人へ移管することにより、配置転換可能となる職員を地域子育て支
援担当として拠点となる公立保育園等へ配置することができる。

入力対象外

対象
（誰を何を対象にし
ているのか）

手段
（具体的な事務事業
のやり方、手順、詳
細）

意図
（何を狙っているの
か）

結果
（どんな結果に結び
つけるのか）

区  分

事務事業を取り巻く状況の変化　又、今後の変化の推測 ５本の柱（章）

大項目（節）

中　項　目

小項目（施策）

細　項　目

実 施 計 画 の 
計 画 事 業

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

対象指標

活動指標

成果指標

上位成果指標

平成19年3月末現在、八千代市内の就学前児童約1万2千人のうち、保育
園・幼稚園いずれにも通園していない在宅児童は約6千人に上る。
これら、在宅での子育てを行っている親子は、子育てについての情報や
相談相手を見つけられない状態であるため、家庭が虐待の場となるよう
な通告件数も増えており、今後は拠点となる公立保育園等を常時保育士
による子育て相談が受けられる施設として整備する必要があるとの「八
千代市子ども行政あり方検討委員会」の提言を受け、19年5月には7圏域
すべてに地域子育て支援センターが開設された。
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計画事業の位置付けの有無 計 画 事 業 期 間 平成17年4月 平成20年3月～ 計 画 事 業 費

１８年度 １９年度 ２０年度

実績 計画 実績 計画
単位

項

01
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01

01

02
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4 7 6 4

100 100 100 100

園

回

％

健康福祉都市をめざして

社会福祉

児童福祉

 

保育園の充実

 

多様な保育ニーズへの対応

 

公立保育園民営化事業

民間移管をする公立保育園の数

保育園受諾法人選考委員会

保育園民間移管事業の執行率

※平成20年度に計画していること:

※平成19年度に実際に行ったこと:

千円



１８年度 １９年度 ２０年度

実績 計画 実績 計画
単位

国

県

地方債

一般財源

その他

財源内訳

千円

千円

千円

千円

千円

主な事業費の内訳

千円

千円ト ー タ ル コ ス ト (A)＋(B)

人件費(B)

委員謝金
高津西保育園の移管先法人への
引き継ぎ保育運営業務委託の委
託料

委員謝金
 
乳幼児サポート事業謝金
 
民間移行時保育運営委託料

パート賃金
 
委員謝金
 
乳幼児サポート事業謝金
 
民間移行時保育運営委託料

委員謝金
 
乳幼児サポート事業謝金
 
訴訟委任契約における弁護士
報酬
 
民間移行時保育運営委託料

事
業
費

評価
類型

３．事務事業の評価(ＳＥＥ)

評価事項 評価区分 理　　　　　由

結び付いている

結び付くが見直しの余地がある

結びつきが弱い・ない

評価対象外事項

達成している

達成していない

評価対象外事項

可能性はある

可能性はない

評価対象外事項

現状のままでよい

見直す必要がある

評価対象外事項

有効性向上の可能性がある

効率性向上の可能性がある

両方可能性がある

可能性がない

民間委託等

臨時的任用職員等の活用

ＩＴ化等業務プロセスの見直し

受益者負担の見直し

類似事業との統合・役割見直し

上記以外の方法

ある

ない

類似
事務
事業
名称

１

２

①事業目的が上位の施策に結びつ
いているか？

②すでに所期目的を達成している
か？

※「達成している」を選んだ場合、⑥
に進んでください。

③民営化で目的を達成できるか？

※民営化・・・事務事業の全部又は一
部の実施主体を全面的に民間事業者等
に移行すること。

（民間委託は、権限に属する事務事業
等を委託することで、民営化とは異な
る。）

④「対象」・「意図」の設定は現
状のままで良いか？

⑤今後、有効性や効率性を向上さ
せる可能性はあるか？
　可能性がある場合は、⑤－２，
３を記入する。
　可能性がない場合は、理由を記
入する。

⑤－２

　有効性や効率性を向上さ
せる手段は何か？
　該当する手段を選択し、
具体的な方法と得られる効
果を記入する。手段が｢類似
事業との統合・役割見直し｣
である場合は、該当する類
似事業を記入する。

⑤－３
　推進にあたっての課題はあ
るか？(一時的な経費増・市
民の理解等）

(A)

実施主体

実施主体

(所管部署)

(所管部署)

コード 事務事業名称 所属名

目
的
妥
当
性

有
効
性
・
効
率
性

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4,615 4,279 4,658 6,080

0 0 0 0

コード 事務事業名称 保育園民間移管事業 所属名 元気子ども課

31,883 8,763.2 17,996.2 11,159.5

36,498 13,042.2 22,654.2 17,239.5

在宅親子の支援体制の整備及び在園児支援の強化が図られ、保育サービス全体の活性化につな
がってくるため。

今後平成21年4月に八千代市立村上南保育園を民間移管する予定であるため。

民営化する事業であるため。

平成19年4月から3ヵ年にわたり、順次公立保育園を1園ずつ民間移管することとし、平成18年
八千代市議会第2回定例会において、「八千代市保育園条例の一部を改正する条例（案）」を
上程し、議決を得たことから、今後残り１園、平成21年4月に八千代市立村上南保育園を民間
移管する予定であるため。

民営化する事業であるため。

3777



改革・改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止

休止

現状のまま継続

改革改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止

休止

現状のまま継続

⑥この事務事業の今後の方向性を選
択し、その詳細について右欄に記入
する。

⑦この事務事業の今後の経費・成果
の方向性について選択し、右欄に理
由を記載する。

今
後
の
方
向
性

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）
※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など

所
属
長
コ
メ
ン
ト

評
価
調
整
委
員
会
評
価

向　上

不　変

低　下

削　減 不　変 増　加

成
　
果

経　　費

コード 事務事業名称 所属名コード 3777 事務事業名称 保育園民間移管事業 所属名 元気子ども課

　３ヵ年にわたり公立保育園を民間移管することにより、拠点となる公立保育園等で地域子
育て支援事業を実施することができるため。

１９年度から３ヵ年にわたる公立保育園の民間移管が終了することにより、
当該事業も終了となる。また、１９年度より地域子育て支援事業を開始した
。

平成19年4月に民間移管した八千代市立高津西保育園の一部保護者（児童含む）から保育園の廃止を定めた条例の取消を求める訴訟が起こされている。

公立保育園の民間移管により，引き続き地域における子育て力の充実に向け拠点保育園の充実に努めて参りたい。

担当課の評価のとおり，現状のまま継続とする。


